
 団体の概要（ＮＧＯ/ＮＰＯ用） 
 

団体名 NPO法人 当別エコロジカルコミュニティ 
  

所在地 

〒061-0206 

 北海道石狩郡当別町川下７５４－ １１ 

TEL:０１３３－２２－４３０５ FAX:０１３３－２２－２２６３ 

Ｅ-mail:tectec_ee@ybb.ne.jp 

ホームページ  http://www.geocities.jp /tectec_ee/ 

設立年月 ２００２年 ３月 ＊認証年月日（法人団体のみ）２００２年 ３月 ７日 

代表者 山本幹彦 担当者 山本幹彦 

スタッフ   ４名 （内 専従   ４名）＊ボランティアスタッフ２０名 
組 織 

個人会員 ２５名 法人会員   名 その他会員（賛助会員等）  １名 

設立の経緯 ２００２年、環境教育を主な目的とした NPO 法人 当別エコロジカルコミュ
ニティを設立。 

団体の目的 

この法人は、当別町を主なフィールドとし、町内外の幅広く分野を越えたネットワー

クを大切にした持続可能な社会を実現するために、生涯学習の視点に立った環境教育

事業やコミュニティーの環境の保全はもとより、まちづくりや子どもたちの健やかな

自己を涵養する事業等を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 

団体の活動 
プロフィール 

 

２００５年度の活動内容を紹介する 
１）持続可能な社会を実現するための教育 

   ◇環境の村事業【北海道委託事業】 

   ◇「あぜ道とせせらぎ」プロジェクト【文部科学省委託事業】 

   ◇国営滝野すずらん丘陵公園環境教育プロジェクト【（社）公園緑地協会委託】

   ◇インタープリテーションデザインワークショップ【主催事業】 

   ◇地域用水セミナー「みくまりの郷再発見」【土地改良区委託】 

   ◇子ども自然体験フェスティバル【国営滝野すずらん丘陵公園】 

   ◇王子の森自然教室【（社）日本環境教育フォーラム】 ＊王子製紙（株） 

   ◇地域子ども教室「当別みどりの居場所作り」 

   ◇滝野森の楽校【国営滝野すずらん丘陵公園】 

   ◇子どもパークレンジャー【（社）日本環境教育フォーラム】 

   ◇ムッレ教室【（特）自然体験推進協議会】 

   ◇親子でチャレンジ ネイチャーワールド２００５【NPO 法人 チャオ】 

   ◇森の幼稚園【主催事業】 

２）持続可能な社会を実現するために、オルタナティブな生活文化を生み出し発信。

   ◇冬水田んぼ勉強会【創地農業２１】 

   ◇牛が拓く公園作り【創地農業２１】 

３）当別町道民の森における環境教育事業。 

   ◇当別町アウトドアプロジェクト【当別町委託事業】 

   ◇道民の森・森林環境教育プログラム（ワンダースクール）【石狩支庁】 

   ◇森のクッキング教室【道民の森管理事務所】 

４）環境教育や環境保護に関わる団体、個人のネットワーク形成。 

   ◇アースデイとうべつ【主催事業】 

   ◇環境教育リーダー基礎講座【環境省】 

５）その他、全各号に付帯する事業。 

   ◇NTT ドコモ北海道植樹活動コーディネーター【NTT ドコモ北海道】 

   ◇当別家族【農村都市交流研究会】 

活動事業費（平成17年度）48,272,403円 

 

 
 
  

 



 提 言  

政策のテーマ 
「一つの町に一つのネイチャーセンターを」 

持続可能な社会作りのためのオルタナティブな暮らしと教育 

 
■政策の分野 

・自然環境の保全 

・持続可能な地域づくり 

団体名： 
NPO法人 当別エコロジカルコミュニティ 
担当者名：山本幹彦 

■政策の手段

 国立公園や国定公園のビジターセンターを豊かな自然をフィールドとした環境教育の

場として捉え、そこでの施設のデザインを豊かな生態系のお手本を学ぶ場として位置づけ、

また、コミュニティーにネイチャーセンターを作り、日常の中での自然をフィールドとし

た環境教育施設として、自然との一体となった暮らしの実感を持つきっかけ作りの場とし

て位置づけ、持続可能な社会を形成していくためのオルタナティブなライフスタイルを習

慣づける新たな教育の場とする。

① 政策の目的 

 地域の自然を知り、理解することで環境認識を深め、環境に対する態度を養い、参加の機

会を設けることで、多様な生物との共存が可能な地域作りから持続可能な社会作りを目指す

ことを目的とする。 

② 背景および現状の問題点 

 すっかり私たち現代人は自然から遠ざかってしまった。国立公園は整備され、エコツアー

が盛んになり、非日常としての自然体験が増えていくにつれ、日常の中での自然感覚が減っ

ていってしまっている。自然が特別な「体験」でないと触れることができなくなっているよ

うにも思えてくる。 

 環境問題の解決のために教育の果たす役割に期待され、２００４年には環境教育推進法が

施行された。その中で、現在行われている環境教育の内容を大きく俯瞰してみると、廃棄物

やエネルギーといった私たちの社会の仕組みや技術と関連したものと、自然という地球の営

みに関したものとに大きく分けることができる。廃棄物やエネルギーをテーマとした環境教

育ではハウツーに偏る傾向が見られ、グローバルな視点が欠けていることが多く、国際理解

や開発といった視点を付け加えて持続可能な開発のための教育といった視点が求められて

いる。また、自然をテーマとした環境教育では、感覚や知識をテーマとした内容といった２

つに分けることができ、その中でも感覚をテーマとした内容では情緒的に、知識をテーマと

した内容では個々の生態の理解にとどまっていて、そのことが行動変容と結びついているか

どうかわかりづらい。 

環境教育は個々人の行動の変容を目的としている。そこにはハウツーではない、環境に向き

合う姿勢と態度が大切であり、そのために周囲の自然と真正面から向き合い、「この自然が

なければ生きていくことができない」といった感覚が個人の行動変容の基底に必要であると

考える。しかし、自然を対象としてしか見ない今の生活様式ではこのことは願うべくもない

。では、このような感覚や価値観はどのようにして培われるのだろうか？ その鍵は国立公

園などでの豊かな自然体験と、身近な自然の中で過ごす双方での体験が必要かと考える。そ

れは、豊かな自然の中で営まれている生態系の中で過ごす体験と、日常のコミュニティーの

中にその生態系を取り戻すための自然体験だと思われる。また、子どもたちは自然の中で育

つといわれる。最近では、子どもたちに与える自然体験の意味が叫ばれている。今こそ大人

が、子どもたちにしてやれる身近で、簡単な方法がコミュニティーに自然を取り戻す活動で

あり、それは人任せにするのではなく、コミュニティーのメンバーが積極的に関わってこそ

できるものだと確信している。形を作るのではなく、そこに大人のコミュニティーに自然を

取り戻すプロセスを呼び起こすのである。そのような大人の後ろ姿を必ずや子どもたちはま

 
 
  

 

 



ぶしく見つめるに違いない。 

では今、国立公園や国定公園のビジターセンターが数少なく残った自然の生態系を、訪ねて

きた人たちに豊かな体験を通して伝える施設になっているだろうか？ コミュニティーに

身近な自然の窓口となる施設があるだろうか？ 残念ながら、国立公園や国定公園のビジタ

ーセンターは自然をテレビなどのスイッチを押すように確かめにやってき、そこには自然の

説明はあるが、かけがえのない自然を再認識し、大切だと思わせるようなものはほとんど見

受けることができない。ひどいところは土産物屋かと思うようなところもある。 

 そこで、このような国立公園や国定公園のビジターセンターを人と自然との本当の意味で

の接点にできないだろうか？ コミュニティーに人と自然の接点となる施設を作ることが

できないだろうかと考えた。折しも世界遺産やロハスがブームとなるように、環境意識が向

上している今、もう少し踏み込んだ環境教育施設としての位置づけが可能ではないだろうか

。そのために、今の展示や施設のあり方を見直す必要があるだろう。コミュニティーに目を

向けたとき、使われていない、使われているが利用されていない施設がすぐに思い浮かぶ。

コミュニティーの郷土館や博物館、公民館、学校の空き教室といったように。そして、コミ

ュニティーには自分の時間をコミュニティーの自然に、コミュニティーの子どもたちに提供

してもらえそうな人たちが多く見受けられる。このような人たちと、施設を上手く結びつけ

る仕組みと仕掛けさえあれば解決すると考えた。 

 さらに、昨年から国連持続可能な開発のための教育（ESD）の１０年がスタートした。ESD

のベースに自然との切り離せない生活の実感を持つことは何よりも優先されなければなら

ないと思う。その上で、社会のありようとしての気づきや学びがあり、社会と自然との関係

を解決していく道筋が大切かと考える。コミュニティーにおける自然との接点、生態系が残

っている自然との接点の仕組みの作り直しが必要な時期になっていると、この提案を行った

。 

 

③ 政策の概要 

 持続可能な社会を作っていくためのベースは自然の循環や相互作用の中でしか生きてい

けないということを十分理解することであると考える。自分を取り巻く自然を自分の環境と

して認識し直し、自分事として「この自然の中で生きるしかない」という感覚や実感をもっ

て日々の生活をすることと言うことでもある。しかし、環境というものはいつも私たちの周

りにあるが故に、ついつい忘れてしまう存在でもあり、それ故に、環境を意識化する仕掛け

が必要になってくる。そこで、私たちを取り巻く自然を意識化し理解するための窓口として

活動を展開する国立公園や国定公園のビジターセンターの環境教育にふさわしいリデザイ

ン（展示やガイドのインタープリテーションの理論に基づいた管理・運営の見直し）と同時

に、コミュニティーの持続可能な開発のための教育施設として、地域に一つのネイチャーセ

ンターを設置し、コミュニティーにおける持続可能性を実現することをこの政策の目標とし

た。 

 この中核を担うのが市民やコミュニティーの住民である。豊かな自然が残る施設では都会

の市民が支え、コミュニティーでは地域の住民が支えるのである。それは、出来上がった施

設を支えるのではなく、できる限るの物を住民参加で作り、管理し、運営していく仕組みを

作っていく。初めは専門家の支援が欠かせないが、徐々に専門家の関わる割合を減らしてい

き、最終的には、プログラムも展示も最低限の専門家の手助けを得ながら自分たちで支えて

いく仕組みを作ってしまう。同時に、この分野での専門家としてできるだけ若い人材を登用

し、若者に地域へ定着し、地域にアイデンティティーを持たせる仕組みを作ることで、ニー

ト対策としても活かしていくことが可能かと思われる。 

 具体的には、住民参加のワークショップを行いながら、時間と手間は初めのうちはかかっ

てしまうかもしれないが、一部の住民の熱意、熱意の連鎖、運営の広がり、管理の簡素化、

地域の活性化と徐々に計り知れない効果を発揮するものかと期待される。国立公園や国定公

園のビジターセンターでは、展示やガイドウォーク、プログラムをワークショップスタイル

で作っていくと同時に、自分たちでもできるだけの能力を身につけ、市民の主体的な運営を

可能とし、コミュニティーのネイチャーセンターにおいてもコミュニティーの住民主体のワ

 
 
  

 

 



ークショップにより施設のデザイン、プログラム、展示、自然調査を行うことで、人々の自

然への関心や態度を変え、オルタナティブな生活様式を創造することが可能とさせることが

できる。また、このような施設では、積極的に学校教育と関わり、住民が学校教育に関わる

きっかけとしていくことができる。 

 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

 １）国立公園や国立公園のビジターセンター 

 国立公園や国定公園は単なる貴重で珍しい自然を見せるところだけではなく、国の宝物

としての豊かで貴重な自然をビジターセンターやプログラムを通して、自然の営みを伝え

、大切にしていく心を育て、自然を守り、その自然の中で過ごすことが楽しくなり、その

方法を実践できる人を育てていく使命があるということができる。その使命に沿った形で

の施設の運営と管理を行うために市民参加のワークショップを実施する。そのテーマは、

「インタープリティブ・デザイン・ワークショップ」と「ハンズオン展示ワークショップ

」「インタープリテーションワークショップ」という２つのワークショップを実施する。

①インタープリティブ・デザイン・ワークショップ 

 施設を環境教育という本来の使命に沿ったものにしていくとき、展示やプログラムを

別々にデザインするのではなく、全体のグランドデザインが使命やその場所の特徴に沿

ったものにしなければならない。そのためのノウハウとして、インタープリティブ・デ

ザインという新しい手法がアメリカにある。これは、今までのインタープリテーション

の手法が伝えて側からの発送で作られているものに対し、来園者中心の考え方とするも

ので、勉強的に伝えるのではなく、楽しみやってきた来園者にワクワクさせながら伝え

たいことに導いていく手法として、新しいビジターセンターの考え方だと思われる、そ

の手法をいち早く導入しようというものである。さらに、ワークショップ形式で行うこ

とで、市民のアイディアや能力を活かすと同時に、専門家の手を頼らずに自分たちでデ

ザインできるノウハウを身につけることで、季節に応じたデザインや、回転が速く数多

く、多様なニーズに合った、なおかつ経費を削減した運営が可能となる。 

②ハンズオン展示ワークショップ 

 人は豊かな体験を求めて国立公園や国定公園へやってくる。その自然の中での体験を

より豊かなものとするための体験型の展示としてハンズオン展示を市民参加のワークシ

ョップで作っていく。展示はどこにででもある同じような展示ではなく、私の経験から

、その地域やフィールドにあった内容のものを、手作りでもお金をかけていないところ

の方が素晴らしいものが多い。そのために、人にお金をかけて、展示そのものにはお金

をかけなくても素晴らしい展示が作れると同時に、市民参加で進めることで、展示の補

修や新しい展示作りが簡単に実施することができる。 

③インタープリテーションワークショップ 

 ガイドウォークなどのインタープリテーションプログラムはすでに日本においてもそ

のノウハウは蓄えられてきている。また、このような自然の中のビジターセンターで働

きたい、またはボランティアで活動したい人材は潜在的におられ、このような人材を有

効活用する方策として、また、新たな生き甲斐の創出として位置づけながら実施するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 



 

 ２）コミュニティーにおけるネイチャーセンター 

 人はコミュニティーにおける自然との体験を通してライフスタイルを変えることがで

きるのだろうか？ それはレイチェル・カーソン女史のセンス・オブ・ワンダーを読めば

簡単にわかる。そのポイントは、大人が自然の中での体験を通して、自然を守っていく活

動を生き生きと行うことと、その後ろ姿を子どもたちに見せ、その自然の中での体験を子

どもと共有する仕組みを作ってやればいい。そのために、コミュニティーの中にネイチャ

ーセンターを設けると同時に、そのネイチャーセンターを基地として近くに子どもが体験

できる自然を大人の手で作ってやることが大切かと思う。そのためには、地域の住民がコ

ミュニティーに向き合うことがポイントかと思われる。そのために、以下のプログラムを

提案する。 

①ハンズオン展示ワークショップ 

 地域の人が地域の自然と向き合い、表現する展示を作るプロセスから住民は自然と向

き合い、自然と関わり、それ自体が大きな教育効果を発揮すると同時に、その人たちが

出来上がった展示物を管理する組織作りを同時に行うことで、展示のメンテナンスと新

たな展示作りが簡単に行うことができる。 

②インタープリテーションワークショップ 

 ネイチャーセンターでの活動を多くの人たちに知ってもらわなければならない。しか

し、多くのネイチャーセンターが自分たちの満足で終わっているケースが多いが、本当

に大切なのは、多くの人にネイチャーセンターを通して自然に関心を持ってもらうため

の仕掛けである。その手法をインタープリテーションに求め、一般住民から学校の授業

までを対象として、自然体験を中心とした環境教育プログラムを提供する仕組みを作り

、将来的にはNPO法人などの組織による運営を目指すことも可能かと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 １）実施主体：NPO法人 当別エコロジカルコミュニティー 

 NPO法人 当別エコロジカルコミュニティーではアメリカで開発された体験を通した

環境教育プログラムを中心に活動を行っている。その中でも、インタープリテーション

やネイチャーセンターのデザインや管理・運営について、国営公園における環境教育に

基づいた基本構想作成や人材育成、プログラム開発について長年にわたって行ってきた

ノウハウを持っており、それを有効に活用して事業を実施していく。 

 ２）協力主体 

  ① Cibolo nature center TEXAS 

 全米で最優秀ネイチャーセンターに選ばれたテキサスにある小さな手作りのネイチャー

センターである。このネイチャーセンターの良さは、多くの住民が関わって育てていくア

 

 
 
  

 



イディアとネットワークを持っていることである。現在、このネイチャーセンターのディ

レクターの著書である「The Nature Center Book」を翻訳中で、どのようなことでも協力

してもらえる関係を持っている。 

 

⑥ 政策の実施により期待される効果 

 １）環境教育の推進を飛躍的に推し進めることができる 

 環境教育の目標は個々人の行動変容であり、学んだことを日々の生活の中に習慣化する

ことが大切である。そして、この習慣化を促す鍵が身近な自然の中での体験であり、子ど

もだけではなく、大人が率先して自然に関わっていく仕組み作りが必要かと思われ、その

ために住民参加のワークショップによって環境教育に必要な三要素である「フィールド（

施設・野外）」「人材」「プログラム」を開発し、また、ワークショップ自体が重要な学

びの場として地域の環境教育（持続可能な開発のための教育）を推し進めていくことにな

る。 

 ２）地域の活性化 

 コミュニティーでは地域の人たちが自分たちで地域に目を向け、地域と向き合わない限

り、いくら地域活性化のアイディアを出し合っても活性化は起こってこない。そこで、地

域の自然に目を向け、地域の人たちと積極的に関わっていくネイチャーセンターが触媒と

なり（多くのネイチャーセンターが自然には目を向けているが、人には目を向けていない

のが大きな問題。）、地域の活性化を下支えするようになる。 

 ３）学校教育の変革 

 総合的な学習の時間に多くの学校が苦慮している。地域のゲストティーチャーが学校の

授業を豊かなものにはしているが、本来の目的である「教科の授業で身につけた生活する

上での道具を使う時間」といった総合的な学習の時間にはほど遠い。そこで、地域のネイ

チャーセンターが単に自然を体験するところから、地域の人たちの主体的な取り組みによ

るセンターが核となり、学校とのコーディネーターとしての役割を担い、地域の自然を守

る具体的な取り組みに参加しながら、総合的な人間力を育てる施設と発展していく。 

 ４）類似施設への波及 

一般の人たちへ教育的な施設はネイチャーセンターだけではなく、博物館、美術館、動物

園、植物園などさまざまな施設があり、どこも展示やプログラム、ボランティアを育成し

、運営管理している。それらの類似施設へ環境教育的なアプローチを提示し、さらなる環

境教育拠点を増やすことができる。 

  

⑦ その他・特記事項 

 １）提言の位置づけ・意味 

 今までもビジターセンターやネイチャーセンターをテーマにした取り組みは多く行わ

れてきた。国立公園のインタープリテーションプログラムの開発、自然ふれあい施設の設

置、人材養成と素晴らしい取り組みが成果を上げているが、それらを統合し、地域に密着

させ、すべての類似施設を関連させようという試みである。 

 ２）Institute of Earth Educationのインタープリティブ・デザイン 

 Institute of Earth Education(IEE)アメリカに本部を置く環境教育団体として、世界中で

独自のプログラムを展開すると同時に、インタープリティブ・デザインの方法を開発し、ワー

クショップを世界中で開きながら人材の育成に力を注いでいる。TECでは１０年以上前より（T

EC代表の山本が主体となって行っている）IEEの代表であるスティーブ・バン・メーター氏を

日本に招き指導者養成ワークショップを行っている。インタープリティブ・デザインについて

は２００３年より毎年日本でワークショップを開催して指導者の養成を行ってきていて、日本

中にワークショップを受講し、ノウハウを身につけた人材のネットワークがすでにある。 

 

 

 

 

 
 
  

 



組織の概要（企業用） 
 

会社名      日比谷総合設備株式会社 
 

所在地 

〒108‐0023 

  東京都港区芝浦４丁目２番８号（住友不動産三田ツインビル東館） 

TEL:０３－３４５４－２６９４  FAX:０３－５４８４－２８３２ 

Ｅ-mail: nobunori_kaneko@hibiya-eng.co.jp 
ホームページ http://www.hibiya-eng.co.jp/ 
設立年月 昭和４１年 ３月 

代表者 代表取締役社長 木村 信也 担当者 新規事業開発室 金子 伸紀 

資本金 ５７億５，３４４万円 従業員数 ７４０名 

沿 革 

 「電気設備工事、給排水その他衛生設備工事、空気調和設備工事」を主た

る目的として東京都港区に昭和４１年３月に設立。昭和４１年７月に建築総

合設備工事会社として体制を確立するため、電気設備工事を主事業目的とす

る東京設備株式会社並びに、管工事を主事業目的とする大恵工事株式会社を

それぞれ吸収合併し、両社の営業権を全面的に継承する。また、建設業法に

もとづき建設業者として昭和４１年３月に登録。 

事業概要 

 建築物の空気調和、給排水衛生、電気、情報通信技術などの設備事業を展
開し、主な事業種は下記に示す。 
 (1) 空気調整装置工事 
 (2) 電気設備工事並びに通信設備工事 
 (3) 給排水その他衛生設備工事 
 (4) 建築並びに土木の設計及び工事 
 (5) 機械器具設置工事 
 (6) 不動産の売買及び管理 
 (7) 建物設備、環境衛生関係機器の製造及び販売 
 (8) 前各号に付帯する事業 

環境に関する

活動実績 

平成１８年１月～９月  NPO法人自然環境復元協会の支援元に、企業が事
業としての環境復元事業化について先進的な経験

者である学識経験者・ＮＰＯ等のヒャリングを全

国２７箇所について調査を行った。 
平成１８年８月～    森林循環再生研究会幹事（NPO法人自然環境復元

協会） 
 

売上高（17 年度） ５１７．９億円 

  



 提 言  

政策のテーマ 
  放散メタンガスの収集におけるエネルギー化の事業性について

 調査・研究基本計画の策定 

 
■政策の分野 

・地球温暖化の防止 

 

■政策の手段

団体名：日比谷総合設備株式会社 

 
担当者名：新規事業開発室 
      金子 伸紀 

・調査研究、技術開発、技術改革

① 政策の目的 

 地球環境において人為的ではなく地表面から自然放散しているメタンガス、及び温泉坑井な

どから発生し、地球温室効果ガスとしては、除外されているメタンガスを収集貯蔵し、エネル

ギー源としての利用可能な事業性について調査研究を目的とする。 

② 背景および現状の問題点 

 地球に蓄えられている、天然ガス（メタンガス）の可採埋蔵量は、2003年12月現在で175兆

立法メートルとされている。近年、国内における温泉ブームにより、温泉用坑井が試錐され利

用されているが、この温泉用坑井において濃度の高いメタンガスが同時に噴出し、大気に拡散

されている。国内の温泉用坑井のうち約 1000箇所の坑井から放散されていると推測でき、メ

タンガス量は地球温室効果ガスの二酸化炭素に換算して、約 5.5(百万t-CO2)になり、京都議

定書基準年における我が国のメタンガス排出量 33.4(百万t-CO2)の 17％相当になる。 

また、南関東ガス田地帯における地表面からの放散を確認することができる。南関東ガス田

は、天然ガスの可採埋蔵量が 3,750億立方メートルに達している。このガス田の大気放散を、

1年間当たりに 0.1％の地表面からの放散していると仮定すれば、二酸化炭素に換算し約 7.7

(百万t-CO2)以上の放散量になる。同じく京都議定書の基準年である1990年の我が国における

メタンガス排出量 33.4(百万t-CO2)に対しても、23％相当となる。 

両者を併せると、約13.2(百万t-CO2)以上大気放散があると推測でき、京都議定書基準年のメ

タンガス排出量 33.4(百万t-CO2)の約 40％に達する。最近の 2005年データによる我が国にお

けるメタンガス排出量の約 55％になり、我が国の地球温室効果ガス排出全体量の 1％に相当

する。これは、地球温暖化の隠れた要因の一つと考えることができ、深刻な問題である。同様

に大気圏の地球大気組成にも影響を与えていると判断する。 

③ 政策の概要 

拡散メタンガスの収集におけるエネルギー化は、２つに分類して調査する。 

■ 地球上の地表面に拡散しているメタンガスを探索(可視化)する装置開発の可能性 

地表面のメタンガスを可視化する技術は、確立されて社団法人日本ガス協会が平成16年4

月に事業化評価を実施しているが、これは都市ガスの漏洩を感知するためで、可視化距離が

短く高価な装置となっている。我々は、2～1000ｍ範囲の可視化装置で、携帯式の安価な装

置の開発可能性を調査する。 

■ 放散メタンガスの収集装置による事業の可能性 

大気中に放散している濃度が低いメタンガスを収集する装置の開発可能性について調査

する。メタンガスは純度が高い場合には、活性炭や珪質岩に吸着することは、実証され、実

用化されているが、本提言では、純度の低いメタンガス混合気体よりメタンガスだけを、物

質に吸着もしくは、液体に溶解して収集する技術の事業性について調査する。また、収集装

置からの高濃度のメタンガスの抽出と、エネルギーとしての供給についても調査する。 

  



④ 政策の実施主体と全体の仕組み(必要に応じてフローチャートを用いてください) 

放散メタンガスの収集装置による事業の可能性 
 メタンを主成分とする天然ガスが賦存している地層には、水に溶解している水溶性天然ガス
層と遊離していて液状の石油を全く、ないしはわずかしか伴わない構造性天然ガス層/遊離型
天然ガス層に分類される。水溶性天然ガスは、比較的深度の浅い帯水層の地下水中に溶解して
いるガス(微生物発酵メタン)であり、温泉用坑井などで汲み上げると、ガスが減圧により温泉
水と分離し容易に採取することができる。ガス成分としては、ほとんどがメタンガスである。
また、構造性ガスは、メタンガスが主成分であるが、エタン以上の成分をも含有することが多
く、その組成はガス層ごとに大きく変化する。 
 ａ．温泉用坑井からのメタンガスの採取 

   温泉用坑井のメタンガスが採取可能な温泉質は、ナトリウム炭素水素塩泉・ナトリウム

塩化物泉・ナトリウム塩化物炭素水素塩泉・塩化物強塩泉・強塩泉・カルシュウムナトリ

ウム塩化物泉が主である。比較的簡易にガスを分類することができ、そのガスの中のメタ

ンガスだけを、「メタンガス収集装置」により抽出して、エネルギー利用エリアに移送す

る。 

 
 ｂ．地表面からのメタンガスの採取 

   ガス田として著名な、南関東ガス田は水溶性天然ガスが主である。このガス田では、ガ

ス採取のために大量の地下水を汲み上げるため、地盤沈下のリスクを伴っている。そのリ

スクを解消するために、地表面から自噴している天然ガスを採取して、メタンガスだけを

「メタンガス収集装置」により抽出して、エネルギー利用エリアに移送する。 

 
 －天然ガス探索からメタンガス採取までのフロー－ 

 
 

 

  



 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

■地球上の地表面に拡散しているメタンガスを探索(可視化)する装置開発の可能性 

   研究開発仕様の策定 

    大学、開発機器メーカーなど 

■放散メタンガスの収集装置による事業の可能性  

  現状の収集装置のスペック等の掌握 

      天然ガス坑井採掘会社、天然ガス製造会社と提携し調査 

  事業の可能性の調査 

      天然ガス坑井採掘会社、天然ガス製造会社と提携し調査 

 

⑥ 策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 地球温室効果ガスの排出量には具体的にカウントされてはいないが、空気中に放散している

メタンガスは大量である。これを発生元で収集することによって、大気中のメタンガス濃度を

低下させ、地球温暖化防止に反映することが可能となる。(天然ガス採取のための地下水汲み

上げによる地盤沈下の防止も可能になる。) 

また、農業・廃棄物等から発生しているメタンガスも地球温暖化に影響があり、健康で安全な

生活を維持するためにも解決しなければならない課題である。本装置を転用することで、エネ

ルギーとして回収することができ、京都議定書の基準年のメタンガス排出量の50％以上を軽減

できる効果がある。 

⑦ その他・特記事項 

地球温室効果ガスとして除外されている地表面からの放散メタンガスは、放散量についても掌握

出来ていないのが現状ではあるが、大気圏中には確実に放散されていて、地球温暖化には悪影響を

与えていると考えられる。また、ガス事業者は、化石燃料と同様に地下資源からの利用しか考えて

おらず、大量の利用に当たっては、地盤沈下等の影響が発生すると考えるべきである。放散メタン

ガスは、収集利用しづらいことから放置され、噴出ガスによって爆発火災も生じている。これらを

収集利用できる装置と運用システムを開発することは、エネルギー問題の解決の手段提供という効

果だけでなく、安全で安心な国土利用を実現するという観点からも重要である。 

自然に噴出している天然ガスを安価な装置で、効率よく収集することが可能であれば、事業とし

て展開することが可能となり、広く社会に展開が出来ることとなる。大規模システムの事業展開か

ら、地域に拡散した潜在的な事業者に対して町興しの糸口を提供することにもなる。農山村を含め

た地域に「新たな公」を立上げ、企業が地域活性化に参画する事業展開は、今後の社会システムと

しても重要であり、本提言はその為の支援装置なる。 

埋蔵メタンガスの採掘権限に関しては鉱業法で定められているが、放散メタンガスに関しては、

鉱業事業者以外の事業者が参画できるような法律の見直しが必要である。 

 

※  京都議定書の基準年数値は、環境省「 2005年度(平成17年度)の温室効果ガス排出量速報値に

ついて」を参照。 

※  南関東ガス田の可採埋蔵量 3,750億立方メートルは、関東天然瓦斯開発株式会社公開ホームペ

ージ－埋蔵量を参照。 

 

  



団体の概要（ＮＧＯ/ＮＰＯ用） 
 

団体名  特定非営利活動法人  市民活動センター神戸 
  

所在地 
〒 650-0022 神戸市中央区元町通 6-7-9 秋毎ビル 

 TEL:０７８－ ３６７－３３３６   FAX:０７８－ ３６７－ ３３３７ 

Ｅ-mail:kiroku@kobekec.net 

ホームページ  http://www.kobekec.net 

設立年月  １９９５年３月  ＊認証年月日（法人団体のみ）２００１年３月１日 

代表者 理事長  中田 豊一 担当者 事務局長  実吉 威 

スタッフ  ４名 （内 専従  ３名） 
組 織 

個人会員 ５４名 法人会員  ０名 その他会員（賛助会員等） １２７名 

設立の経緯 

 １９９５年１月の阪神・淡路大震災をきっかけに、同年３月末「震災・活

動記録室」として発足。当初、震災およびボランティア活動の「記録」をテ

ーマとし、多くのボランティア（個人・団体）と関わる。市民団体への情報

提供を主旨とする「震災しみん情報室」時代（98.4～99.9）を経て、脆弱な

基盤の元で活動を展開するそれらの団体への情報提供ないし各種サポートを

目的に据え、９９年１０月「市民活動センター神戸」と改称。 

団体の目的 

 本会は、兵庫県を中心とする地域において、個人および団体の行う市民活

動、市民事業を支援するとともに、必要な調査研究、政策提言、啓発活動等

を行い、もって阪神・淡路大震災の教訓を生かした地域社会の自律的な発展

と市民社会の構築に寄与することを目的とする。（定款第３条） 

団体の活動 
プロフィール 

2003～2006 年度の主な事業内容   ◆＝ネットワーク型事業 

＜NPO／CB 支援、情報発信＞ 

○ NPO への情報提供、運営相談（コンサルティング） 

◆NPO アドバイザー派遣事業（複数団体で実施／神戸市委託） 

  

◆生きがいしごとサポートセンター神戸西「わーす」運営（別法人として／兵庫県委託） 

○環境 NGO のための組織マネジメント講座の開催（地球環境基金委託） 

 ○市民活動ポータルサイト「KEC-WEB」の運営 

○情報誌“みみずく”の発行（季刊） 

 ○学び支援事業（講師派遣） 

＜調査研究＞ 

 

○日本の社会的企業の成功要因に関する事例的研究（日本福祉大学と共同研究）  

 ○「NPO アドボカシー（政策提案力）」調査事業 

 ◆『ひょうご CSO 名鑑』調査事業（KIP＝木口ひょうご NPO センター研究会、事務局） 

 ◆「中間支援」調査事業（HVP から HYOGON として受託。その委員会事務局）

＜ネットワーキング・事務局＞ 

 ◆ひょうご市民活動協議会（HYOGON）事務局 

 ◆HYOGON コミュニケーション祭２００４事務局 

   
 



活動事業費（平成17年度） 20,725円 

 提 言  

政策のテーマ 環境ＮＧＯの政策提言力向上プログラム 

 
■政策の分野 

・環境パートナーシップ 

■政策の手段

団体名：特定非営利活動法人   
    市民活動センター神戸 
担当者名：実吉 威（理事・事務局長）

・「制度整備及び改正」 

・「組織・活動」「人材育成・交流」「国民の参加促進」

① 政策の目的 

潜在的に大きな可能性のある環境ＮＧＯの政策提言力を開花させ、国・自治体の公共政策に市

民の視点を反映させるチャネルを拡大すること。 

② 背景および現状の問題点 

 環境分野に限らず、ＮＧＯ／ＮＰＯには既存の政治・行政システムと違う独自の視点と問題

解決手法があり、変化の激しい現代社会において、その視点と手法を公共政策に活かすことが

極めて重要であることは、すでに多くの理解を得つつある。全国の官庁、自治体で「協働型事

業提案」などの制度化も進みつつあるが、この「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業環境政策提言」募集制

度（以下、本制度という）はその中でも、事業提案に限定しないなど画期的な優れたものであ

る。 
 しかし、ＮＧＯの数に比して応募数は少ない。ＮＧＯの持つ現場の感覚、問題意識、問題解

決の手法といったものと、本制度が求める文章化のレベルとの間に悲劇的と言えるほどのギャ

ップが存在している。このギャップを埋めることができれば、環境ＮＧＯの政策提言は間違い

なく活性化し、公共政策への市民・ＮＧＯの視点反映も進むであろう。 
 また、ＮＧＯは横の連携が案外弱く、互いの情報交換やノウハウ共有も十分ではない。セミ

ナーの実施を通じて、ネットワーク作りも促進し、ＮＧＯのレベルアップを図る。さらに、「Ｎ

ＧＯの政策提言」についてはまだそのノウハウは整備されておらず、この提案を通してそのモ

デルとノウハウの集約も図り、一層のＮＧＯセクター強化につなげたい。 
 
③ 政策の概要 

 本制度の実施にあたり、環境省、全国の環境パートナーシップオフィス、ならびにＮＰＯ支

援組織（中間支援組織）が協働し、政策提言に関するセミナーを実施するほか、広報や提言に

対するコンサルテーションを強化、説明会も充実させて、提言応募（H17年度で40件）の質・

量の向上を図る。 

 具体的には３ヶ年程度をめどとして、以下の事業を行う。 

  ５～６月 本制度実施の予備広報、セミナーの広報 

  ７～８月 環境政策提言に関するセミナー実施 

  ８～９月 本制度実施の広報 

  ９月   説明会開催（制度の説明、過去の事例紹介、政策提言に関するレクチャー） 

  10～12月 政策提言募集にあわせて、定例的なコンサルテーション実施 

  １～４月 サポートした政策提言を集約、分析 

   
 



  ６月   前年度の事例をものに「政策提言・事例＆ノウハウ集」を発行 

 ＜スケジュール＞ 

  （初年度）全国３～４ヶ所程度で試験実施  

  （２年目）全国６～８ヶ所程度に拡大（各ブロック１ヶ所程度） 

  （３年目）全国１５ヶ所程度で実施（各ブロック２ヶ所程度） 

 実施にあたっては、コンサルテーションやイベント開催の経験豊富なＮＰＯ支援組織に、セ

ミナー・説明会の開催と個別のコンサルテーション部分を委託し、パートナーシップオフィス

がそれを広報面等でサポートする体制をとる。 

 

 

④ 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください）  

 

 

環境省

　パートナーシップオフィス

　・・・・

　・・・・

 募集 ＮＧＯ

ＮＧＯ

ＮＧＯ

・・・

ＮＰＯ支援組織

 委託   　  連携  支援 

　・セミナー

　・説明会開催

　・提言へのコンサルテーション

　・フィージビリティ調査段階での

　　サポート

 
 

 

⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

 

○環境省および各地の環境パートナーシップオフィス 

○全国のＮＰＯ支援組織・有力環境ＮＧＯ（例；以下のうち数～十数団体） 

  北海道ＮＰＯサポートセンター 

  せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

  日本ＮＰＯセンター 

  シーズ＝市民活動を支える制度を作る会 

  茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 

  アリスセンター（まちづくり情報センターかながわ） 

  くびき野ＮＰＯサポートセンター 

  長野県ＮＰＯセンター 

  市民フォーラム２１・ＮＰＯセンター 

  中部リサイクル運動市民の会 

   
 



  ぎふＮＰＯセンター 

  滋賀県環境生活協同組合 

  環境市民 

  大阪ボランティア協会 

  あおぞら財団（財団法人公害地域再生センター） 

  市民活動センター神戸（提案者） 

  奈良ＮＰＯセンター 

  ひろしまＮＰＯセンター 

  市民未来共社（徳島） 

  えひめＮＰＯセンター 

  ＮＰＯ高知市民会議 

  ふくおかＮＰＯセンター など 

⑥ 政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 

 

○環境ＮＧＯによる政策提言の（質量双方における）向上 

 指標として、本制度の応募団体（H17年度実績４０件；うちＮＧＯが約２０）を、 

   H19年度 ＮＧＯから４０件（H17年度比２００％） 

   H20年度 ＮＧＯから６０件（H17年度比３００％） 

   H21年度 ＮＧＯから８０件（H17年度比４００％） 

 に増やす。内容もレベルアップさせる。 

 

○各地の環境ＮＧＯのキャパシティ・ビルディングとネットワーク化の促進 

 いわゆる環境系ＮＧＯに限らず、福祉、教育、国際協力等をメインに活動するＮＧＯ／ＮＰ

Ｏでも環境政策に関係することは多く、セミナー等を通じて相互の交流・ネットワーク化が促

進できる。狭義の環境ＮＧＯの発展にとっても、異分野の活動団体との出会い、切磋琢磨は非

常に有効である。 

 

○環境政策提言に関するノウハウの普及 

 まだ整理されていない政策提言のノウハウを、全国のＮＰＯ支援組織が結集し集約・分析し

、ハンドブック（事例＆ノウハウ集）として出版することで、普遍化し、普及させる。それは

さらに翌年度以降のＮＧＯの政策提言力強化・支援に有効に活用できる。 

 

 

⑦ その他・特記事項 

 

○同じＮＧＯ／ＮＰＯの立場にいるＮＰＯ支援組織が仲介、支援を行うことが有効である。 

 民の側の感覚、問題意識、活動上の悩み（資源の少なさ、制度の壁など）も共有しており 

 ＮＧＯの実態にあった支援ができるためである。 

○初年度は、過去に応募の少ない北海道、東北、中四国、九州等で重点実施。 

○委託事業として実施。 

○必要であれば、前年度の優秀提言のフィージビリティ調査へのサポートも実施。 

○現在の実施体制とは要調整。 

 

 

 

   
 



組織の概要（企業用） 

会社名   神鋼リサーチ株式会社 
 

所在地 

〒135－0016   東京都江東区東陽 4－10－4 東陽町 SH ビル 

  

TEL:03－5634－8680           FAX:03－5634－8237 

Ｅ-mail:k-yano@src.kobelco.ne.jp 
ホームページ http://www.src-kobelco.co.jp 
設立年月 1973年 4月 

代表者 代表取締役社長 大友朗紀 担当者 矢野一也、斎藤裕二 

資本金 50百万円 従業員数 90名 

沿 革 

（株）神戸製鋼所グループのリサーチ会社。 

1973 東京都渋谷区にて創業。 

1985 神戸支社開設。 

1994 大阪支社開設。 

1996 本社を東京都江東区東陽に移転、現在に至る。 

 

事業概要 

受託調査 
 社会、都市、産業、企業等に関する調査。 
 科学・技術、エネルギー、地球環境、３R等に関する調査。 
コンサルティング 
 品質管理、経営、環境・技術、アジア事業、特許調査等に関するコンサル

ティング。 
知的基盤整備 
 各種技術情報データーベース構築、マルチメディアコンテンツ作成。 
技術館の管理運営 
 (株)神戸製鋼所の灘浜サイエンススクェアの実験工房運営等。 

環境に関する

活動実績 

2003年度以降の主な実績の件名（依頼元）を以下に示す。 
・ 高校向けエネルギー教育キット作成・配布事業（資源エネルギー庁） 
・ 環境家計簿企画編集（民間企業） 
・ 循環型社会システム調査（経済産業省） 
・ アジア地区における資源循環・廃棄の構造解析調査（国立環境研究所） 
・ 自動車部品の LCA調査（公益法人） 
・ ごみ有料化事例調査（全国都市清掃会議、環境省） 
・ 簡易包装普及・促進検討委員会業務（全国都市清掃会議、環境省） 
 
担当の矢野一也は以下の活動に参加・協力している。 
・ （財）クリーン・ジャパン・センターの３R出前授業および（財）原子力
文化振興財団のエネルギー・環境出前授業（平成 13年度以降） 

・ 「横浜リサイクラ－会議」副代表（平成 16年度~平成 17年度） 
・ 平成 17年度に設立された日本エネルギー学会に加入し、研究会や報告会 
等に参画している。 

                        売上高（17 年度） 1,180百万円 

 
 
  

 



 提 言  

政策のテーマ 「ストップおんだん館号」活用による「草の根環境学習」の推進 

 
■政策の分野 

・地球温暖化の防止 

・循環型社会の構築 

団体名：神鋼リサーチ株式会社 

 
担当者名：矢野一也、斎藤裕二 

■政策の手段 

・施設等整備 

・環境教育・学習の推進 

① 政策の目的 

ストップ温暖化や３Ｒ（リデュース、リュース、リサイクル）に関し、国民の意識と行動を

底上げする。 

② 背景および現状の問題点 

■ 背景 

・ 京都議定書第一約束期間に向けた地球温暖化防止は喫緊の課題である。 

・ 「もったいない」の心を踏まえた３Ｒ推進の加速が必要である。 

■ 現状の問題点 

１） 平成17年国民生活モニター調査結果 

 ・「地球温暖化防止のため日常生活において積極的に取り組む」国民の割合は、21.6％（前

年比1.3ポイントアップ）にとどまっている。  

・ 「商品を購入する際、ごみ・資源・エネルギーなど環境のことを、いつも考えている」

国民の割合は20.6％にとどまっている。 

２） 国民行動エコ化のリバウンド 

地球温暖化防止大規模「国民運動」の平成19年度の効果目標は「新たに630万人が具体的な

温化防止行動を実践すること」であるが、以下に示す理由によりリバウンドが危惧される。

・ 主な手段がメディアによる集中キャンペーンであり、双方向的でないために深い理解が

得られず、集中キャンペーンの後のリバウンドが危惧される。 

・ エコ化行動は不便や家計の経費増を伴うことが多く、継続することは大変である。  

③ 政策の概要 

■ 骨子 

・ 国と全国地球温暖化防止活動推進センターは、都道府県センター等へ「ストップおんだ

ん館号」を40台提供する。 

・ 運営主体は都道府県センター等とし、都道府県、教育委員会、市町村等と連携し、「ス

トップおんだん館号」を毎年10ヶ所以上の市町村へ貸し出す。（期間は一ヶ月／ヶ所） 

・ 市町村は、第一土曜日午後は、環境学習ガイドの研修、以後の休祭日には同号を活用し

たイベント等を開催し、週日には同号を学校、企業、町内会等に派遣し、派遣先で実施

する環境学習やワークショップ等を支援する。 

・ 市町村は毎年20名の「環境学習ガイド」を前記の研修によって養成する。 

・ 「環境学習ガイド」は地域内で、草の根的な環境学習を実施する。 

・ 学習者として地域の幼児、児童、生徒、一般（住民や企業の従業員等）を想定する。 

■ 「ストップおんだん館号」の概要 

１）車両の要件 

 ・ 政府が開発・普及を目指す「次世代の低公害車」であること。 

・ 巡回先での環境学習のための教材を積載することができること。 

・ イベント対応が可能な仕様であること。（ウィングボディー、大型ディスプレイ具備）

 
 
  

 



２）積載する教材等  

分類 概要（有識者の意見を入れて確定） 

遊びながら学ぶ教材 幼児、児童、親子が多数参加できる教材。 

基礎学習用教材 環境教育出前教材「エコ学習トランク」 

ストップ温暖化をテ

ーマとする教材 

「ストップおんだん館」の展示物および（財）省エネルギーセンター

の出前授業用教材等。 

３Ｒ推進の教材 先進自治体、３Ｒ活動推進フォーラム、企業等と連携して作成。 

地域活動関連教材 地域密着型エコ行動に関連する教材。 

（例１）エコドライブや地域の「車→バス、電車、自転車」の教材。

（例２）生協等と連携したエコ製品購入等に関する教材。  
３）学習プログラムとイベント用マニュアル 

  ２）を使用した「学習プログラム（10コース程度）とイベント用マニュアル（複数） 

  を作成し、必要な数量を積み込む。 

■ 「草の根環境学習」の推進 
１） 「環境学習ガイド」の概要 
 ・ 市町村は地域における環境学習を推進するため、「環境学習ガイド」を養成する。 
 ・ 市町村は公募によってガイド希望者を集め、半日コースの研修を行う。 

・ 都道府県センター等は研修会の講師派遣等に関し、市町村を支援する。 

・ 養成の目標を年間8千名とする。（20名／市町村×10ヶ所×40都道府県センター等） 

・ 2012年度までに40千人（6千人／年×5年）のガイドを養成することとする。 

  （現在登録されている「環境カウンセラー」は約4千人であり、この10倍に相当） 

 ・「環境学習ガイド」は地域での「草の根環境学習」を推進する。 

２）「ストップおんだん館号」の活用 

  ・国等は、全国に40台の「ストップおんだん館号」を提供する。 

 （30台は都道府県センタ－、10台は東京の「ストップおんだん館」と大阪の「近畿環境館」

と想定する。東京圏や大阪圏はリサイクルプラザー、技術館、科学館等に恵まれており、応

募しないかもしれない。しかし、応募しない都道府県の中の地方ではニーズがあるので10

台は東京の「ストップおんだん館」と大阪の「近畿環境館」に配備し、都道府県センターに

かわり、運営する） 

 ・各「ストップおんだん館号」はエリア内を年間10箇所以上の市町村を一ヶ月滞在する。 
 ・滞在先では、環境学習ガイド養成のための研修、学校や地域での環境学習、ワークショッ

プや参加者が体験できるイベント等をできるかぎり多く実施する。  

④ 政策の実施方法と全体の仕組み 

■ 「ストップおんだん館号」の調達と配備 

 全国地球温暖化防止活動推進センターが主体となり、国（環境省と文部科学省）の委託を受

け、関連組織・団体と連携して、40台の「ストップおんだん館号」を調達し、都道府県センタ

ー、ストップおんだん館、近畿環境館へ提供・配備する。      

■「草の根環境学習」の推進 

都道府県センター等は市町村、教育委員会、企業と連携し、本政策を毎年10ヶ所以上の市町

村で実施する。本政策の推進は環境学習ガイドが行う。 

本ガイドは「ストップおんだん館」積載教材の分類の一ヶ以上を得意とし、この教材の使い

方を学べばよいものとする。本ガイドは学習者と共に、学び、調べ、考えるものであり、一方

的に何かを教えるものではない。そのため、指導者やリーダーという言葉を避けた。 

 学校のケースは一人のガイドが本政策による環境学習を、２クラス／年、実施することによ

り約50名の児童または生徒が学習できる。 学校以外は団塊世代退職者出身のガイドのパワー

を得て学校なみの環境学習を推進する。 

 2008年活動開始のガイドは2012年までに250名の学習者をガイドできるが、2012年活動開始

のガイドは当該年度しか活動できないので50名の学習者しかガイドできない。 

以上から2012年度までに本政策による環境学習者は、6,000千人となることが期待される。

（ガイド40千人×平均学習者数150人／一人のガイド＝6,000千人） 

 
 
  

 



 

⑤ 政策の実施主体 

  

実施主体 提携・協力主体 

全国地球温暖化防止

活動センター 

 

国（環境省、文部科学省）、「ストップおんだん館」、環境パートナー

ズオフィス、近畿環境館、財）日本環境協会、３Ｒ活動推進フォーラム

（財）クリーン・ジャパン・センター、（財）省エネルギーセンター等

都道府県地球温暖化

防止活動センター 

都道府県、同教育委員会、地方環境パートナーズオフィス、企業、メデ

ィア等 

市町村「環境学習」組

織 

市町村、教育委員会、企業、町内会、自治会、NGO／NPO 

シルバーパワー（団塊世代リタイアを含む）、メディア等  

⑥ 政策の実施により期待される効果 

 2008年度～2012年度の間に、本政策により、延べ600万名が環境学習に参加することが期待

される。環境学習者が家庭でエコ化行動を実践することによって、1,200万名がエコ化行動を

開始すると仮定すると、エコ化行動拡大は5年間で約10ポイントとなる。 

 環境学習者の2倍がエコ活動を実践するという仮定は甘いかもしれない。 

 しかし、平成17年度以降、毎年30億円の予算で実行している地球温暖化防止大規模「国民運

動」推進事業等の相乗効果によって、エコ化行動に積極的に取り組む国民は2012年度において

約30％（2005年度は21.6％）となり、「商品を購入する際、ごみ・資源・エネルギーなど環境

のことを、いつも考えている」国民の割合は約30％（平成17年度は20.6％）にまで改善される

ことを期待する。 

 さらに、地域での「草の根環境学習」で多くの学習者が立ち上がり、所在市町村での交通対

策（車→バス、電車、自転車）や地域の流通と連携したエコ製品購入等のための活動を始め、

これらのエコ化行動が所在市町村全体で実施されることにつながることが期待される。（地域

活動は、拡大できれば、エコ活動の不便と価格高を解消できる） 

⑦ その他・特記事項 

■ 予算（年度）の概要 

項目 予算（千円） 根拠 

フィージビリティースタ

ディー（2007年度） 

5,000 政策全体の調査費。 

「ストップおんだん館号」

開発費（2007～2008年度） 

15,000 ニーズ調査、車両、教材、学習プログラム等 

開発、実証試験。 

エコカーと積載教材 

（2008年度） 

400,000 国産バイオ燃料ディーゼル車、ウィングボディー

（サイズ20フィートコンテナー）40台×@7,000

千円＝210,000千円及び積載教材等120,000千円。

「ストップおんだん館号」

の運営費（国→都道府県の

補助、2008～2012年度分） 

 800,000 京都議定書の約束事項は国にとっては喫緊の課

題であるが、都道府県では喫緊とはいえない。 

活動量に比例した補助が望ましい。 

（註）運営費としては、人件費、車両の運転手費用、地域のバイオ燃料買い上げ（車の燃料）

、車検、車の保険、研修会の講師費用等が考えられる。 

■ 地方メディアとの連携計画 

 本政策は毎年「ストップおんだん館号」が400所の市町村のリサイクルプラザー等に約一ヶ

月滞在し、要請に応じて学校、企業、町内会・自治会等に出前出動するものであるが、これは

地方のメディアにとっては大きな出来事である。 

予想される報道事例はタイトルが「○○に、ストップおんだん館号がくるよ」であり写真は

「ストップおんだん館号」である。これらによる広報効果は著しく大きいと思われる。 

 よって、専門家と連携し、地方メディアとの連携計画を作成して実行する。 

 

 

 
 
  

 



団体の概要（ＮＧＯ/ＮＰＯ用） 

団体名 ＮＰＯ法人 地域循環研究所 
  

所在地 

〒852-8321 長崎市文教町 9-3-304（所在地） 

 （主な連絡先）〒852-8521 長崎市文教町１－１４ 

長崎大学環境科学部中村修研究室気付 TEL&FAX:095-819-2727,090-1122-9120

Ｅ-mail:osamu.nakamura@nifty.ne.jp 
ホームページ URL http://www.junkan.org/ 

設立年月 平成１０年４月  ＊認証年月日 平成１２年１０月２０日 

代表者 中村 修 担当者 河上、清水 ほか 

スタッフ     １０名 （内 専従 ８名 常勤１名、非常勤７名） 
組 織 

個人会員 １０名 法人会員 ０名 その他会員（賛助会員等） ４５名 

設立の経緯 

  

中村のよびかけで、単なる市民活動から脱皮し、地域を具体的に変えてい

く目的でＮＰＯ法人を設立した。 

団体の目的 

  
 環境問題への対応は、もはや理念を競うのではなく、地域において具体的

な解決を経済事業という形で展開することである。経済事業として展開され

ることで、その事業が環境問題を解決し新たな社会のありかたを提案する。 
 「地域にいい仕事をつくりだす」 
 これを、本ＮＰＯの目的として、各地で「いい仕事」を作り出すために活

動している。 

団体の活動 
プロフィール 

 福岡県大木町においては８ヶ年関わって、省エネ授業・地域監査システムを実
証しうみだしてきた。また、循環型社会（屎尿・生ゴミ→液肥化→水田利用→学

校給食で活用）といった、実際の建設企画にも関わってきた。（循環センター「

くるるん」は 06年 11月に完成し稼働中） 
 福岡県築上町においては、７ヶ年にわたって、循環授業の開発、屎尿液肥の普

及などに貢献してきた。さらには、液肥で栽培した米を学校給食で導入すること

にも成功した。 
 愛媛県今治市、長崎県佐世保市をはじめ、本ＮＰＯは一つの自治体、課題とじ

っくり関わりながら、そこでのローカルな解決方法を模索し、形（事業）にまで

展開している。そのことで、結果的に全国でも利用可能な、様々な手法をうみだ

している。 
 ○省エネ授業・子ども地域監査、循環授業 

 ○液肥＋水田＋学校給食 

 ○地場産給食 

 ○食育プログラム（「食育実践プログラム」家の光協会 2006） 

 ○高校ＥＭＳ、中学校ＥＭＳ、大学ＥＭＳ 

など、高い評価を得ているこれらの手法は、地域に根付いて活動してきた成果

でもある。 
活動事業費（平成17年度）25,000,000円 

  
 



 提 言  

政策のテーマ ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）の地域展開 

 
■政策の分野 

・地球温暖化の防止 

・社会経済のグリーン化 

■政策の手段

団体名：NPO法人 地域循環研究所 
 
担当者名：中村修（理事長）、 
遠藤はる奈・河上博輝・山口龍虎（研究員）

・環境教育・学習の推進

・国民の参加促進

① 政策の目的 

 ＥＭＳの手法を元にした環境教育を実施し、受講した子どもたちが家庭や地域・地域の企業

を監査する「子ども地域監査」をおこなう。これをベースに、地域全体でＥＭＳに取り組む。

このことで高いＣＯ２削減効果が期待できる。 

 人口２５万人の長崎県佐世保市の７２の全小中学校全体で取り組み、地域に普及させること

で、全国のモデルとなることが期待できる。 

  

② 背景および現状の問題点 

 温暖化対策として、民生部門での省エネが遅れている。また、環境教育のかけ声はあっても

、実際に「効果」のあるカリキュラムは実施されていない。ましてや、毎年継続して、環境教

育が地域全体で取り組まれることもない。  

一方、京都議定書の締結に伴う「効果」が明確なソフト事業（啓発事業、教育プログラム）

が確実に実施され、普及することが望まれている。 

③ 政策の概要 

  

ＥＭＳをベースにした環境教育・および地域監査プログラムを佐世保市の７２の全小中学校

で実施し、地域全体でのＥＭＳの取り組みをめざす。 

 

１ 学校版ＥＭＳの実証・普及 

 ２００４年度より小中学校に適したＥＭＳの開発・実証を、本ＮＰＯと佐世保市（環境部）

は協力して行ってきた。佐世保市教育委員会もその教育効果を認め、全小中学校で実施する

ための段階へと向かっている。このためのカリキュラム化、政策手法を整理する。 

 

２ ５０：５０制度 

 学校で減らした環境コスト（電気料金、ゴミ処理費用、水道料金など）の５割を学校に戻し

、自由裁量の予算として使えるようにする。このことで、学校がＥＭＳに取り組む動機付け

とする。 

 

３ 地域監査の実施と相互監査 

 子どもたちが学んだノウハウを自宅や地域、地域の企業に還元するのが「子ども地域監査」

である。「子ども地域監査」をベースに、ＥＭＳに取り組むのが困難であった、小規模事業

者のＥＭＳへの取り組みを促し、家庭も含めた地域全体でのＥＭＳの着実な取り組みの広が

りを展開する。 
 
 
 
 

  
 



④ 政策の実施方法と全体の仕組み 

（１）「ＥＭＳの地域展開」の要点 

仕

組

み 

 

佐世保市の全小中学校で、ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）をベースにした環境教育を実施する

。（一部、カリキュラム化・実証授業終了） 

受講した子どもたちが、家庭、学校、行政、地域の商店街・企業に「子ども地域監査」として監査を

実施する。また、一部熱心な企業はゲスト教師として学校で指導をおこなう。 

これらをとりまとめ、地域全体でのＥＭＳへの取り組みとして徹底させていく。 

 

役

割 

【児童・生徒】家庭、学校、地域の省エネ監査をして、地域の省エネ・ゴミ減量活動を先導する。 

【学校】行動につながる環境教育（監査の技の指導）を行う。 

【家庭】子どもと協力して省エネ・ゴミ減量をおこなう。 

【地域企業】「子ども監査員」を受け入れ、環境対策を評価してもらう。 

【佐世保市環境部・教育委員会】学校の水光熱費削減額を原資として減少分の半額を学校へ還元する。

【ＮＰＯ】全体の事業のコーディネートをおこなう。 

【長崎大学環境科学部】評価手法の提言などをおこなう。 

 

  

   

（２）ＥＭＳの地域展開のイメージ図       （３）制度導入スケジュール 

 

 

 

 

 
  指導 
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⑤ 政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 

（１）運営主体（事務局） 

○ＮＰＯ法人 地域循環研究所、長崎県佐世保市環境部： 

佐世保市において共同で実施する。さらに、他自治体へ普及する際は、各都道府県の温暖化

センターなどへの情報提供、手法の提供をおこなう。 

 

（２）提携・協力主体 

○ 長崎大学環境科学部の「環境教育・マネジメントセンター」と提携して実施する。 

○ 佐世保市教育委員会と連携して展開する。 

○ 九州内の自治体を対象に、情報交換の場として九州環境会議を開いており、同会議で情報

を提供し、実施自治体を募る。 

○ 地元企業：子どもたちによる地域監査を受け入れる企業を佐世保市とともに広げていく 

 

 

 

 

委託可 

監査 

家 庭 地域企業 

監査 

NPO法人 
地域循環研究所 

 
長崎大学環 
境科学部 

 
佐世保市・教育
委員会 

 

佐世保市役所 
●佐世保市にて実証● 
・長崎県佐世保市において実施 
・運営主体は当研究所、支援として長崎大

学環境科学部「環境教育・マネジメントセ

ンター（準備室） 

●事業評価の実施● 
・学校における教育効果の測定 
・学校における環境コストの算定、評価 
・他のＥＭＳとの比較検討 
・地域内の企業、家庭からの評価、および

効果の測定 

●政策手法のマニュアル化●
・地域ＥＭＳの手法のマニュアル化 

・地域ＥＭＳ展開の政策手法マニュアル化

・評価手法のマニュアル化 

・他自治体へのアドバイス、支援 

運営主体 
監査 

 
 
  

 



⑥ 政策の実施により期待される効果 

（１）効果の高い環境教育プログラムの作成  

2002年度の福岡県大木町大溝小学校にて、「教育ＥＭＳ」の中の小学校向けＥＭＳを5年生6

0人に実施した結果、太陽光発電（10ｋＷ、1000万円）の5倍以上の電気を、家庭の省エネで節

約した（大木町環境課調べ）。 

本ＮＰＯ開発の「学校ＥＭＳ」は、福岡県大木町に限らず、長崎県国見高校（高校ＥＭＳ）

、佐世保市での「小中学校ＥＭＳ」と、「普通の教師が使える」カリキュラムとして整備して

きた実績がある。 

これらが、佐世保市で実績を示し、費用対効果が測定されることで、全国の自治体に採用さ

れる可能性がある・ 

 

（２）ＣＯ２の削減 

 自治体の環境対策が環境教育という形で、義務教育の現場で普及・啓発されることで、大き

なＣＯ２削減効果が期待できる。 

 従来、民生部門においては炭酸ガスの削減は困難であった。しかし、義務教育を通して、地

域全体に広げる手法は、大きな効果が期待できる。 

⑦ その他・特記事項 

本ＮＰＯでは、佐世保市・佐世保市教育委員会、長崎大学と共同で、省エネ授業、学校ＥＭＳの

構築をおこない、高い評価を得てきた。新聞記事はその一例である。 

また、環境教育に先んじて、食育でも佐世保市では７２の全小中学校で毎年、本ＮＰＯ、長崎大

学とともに展開することを本年作成の「食育推進計画」のなかに盛り込んだ。 

教育委員会と連携して、地域全体での展開という政策手法を有していることを、特記事項として

加えたい。 

 

 

 
 
  

 



 団体の概要（ＮＧＯ/ＮＰＯ用） 
 

団体名   特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン 
  

所在地 

〒848 –0022 
 佐賀県伊万里市大坪町乙 2436-1 

TEL: 0955－22－4058    FAX: 0955－22－4058 

Ｅ-mail:hatigame@orion.ocn.ne.jp 
ホームページ http://hachigame-plan.org 

設立年月 平成４年４月  ＊認証年月日（法人団体のみ）平成１５年５月２８日 

代表者 福田 俊明 担当者 福田 俊明 

スタッフ  6 名 （内 専従  5  名） 
組 織 

個人会員 300名 法人会員  20名 その他会員（賛助会員等）  70名 

設立の経緯 

生ごみや廃食油を捨てる側であった飲食店、旅館業の両組合員が「生ごみを税

金で焼却するのは“もったいない”何か活用できないか・・・」と「生ごみ資源化研究

会」を発足させ、調査や研究を始めたのが平成４年である。 

そこから見えてきたものは大量生産、大量消費、大量廃棄という一方通行による

環境の「環」を切断した現代の社会システムの“おかしさ”であった。 

 平成１０年より佐賀県商工会連合会主催の「地域ゼロエミッション研究開発事業、

ごみを宝に！」にプロジェクト委員として参加することによって、生ごみ堆肥化に関

して、更に多くのことを学ぶこととなった。平成１２年伊万里商工会議所に事業が継

承されると同時に、はちがめプラン堆肥化実験場（生ごみ３トン／日）が完成、実用化

に向けた微生物による生ごみ堆肥化実証実験を佐賀大学の支援を受け、本格的

に開始し、継続的な実験活動を行う中、ＮＰＯ法人として認証を受け、食資源循環

による地域の活性化と環境保全啓発運動を展開し、今日に至っている。 

団体の目的 

 伊万里地域（全国地方自治体）が抱えるごみ問題を解決するため各種団体、行政、

農業者（事業者）、市民、大学が協力して「ごみ減量」という課題に取組むと共に資

源循環型社会構築を目指した生ごみや廃食油その他有機性廃棄物の資源化・リ

サイクル活動を行い、素晴らしい現在の、この伊万里の環境を守り、未来の子供達

へ手渡すことを目的に活動を行っている。 

団体の活動 
プロフィール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 最初、生ごみ分別協力者３事業所から始まった生ごみ堆肥化活動も微生物の培
養実験、市民への環境保全啓発運動を経て、平成１２年生ごみ堆肥化実験プラン

トが完成、現在では生ごみ分別協力６４事業所、一般家庭生ごみステーション２６ヶ

所２２０世帯の参加を得ている。 

 年間６５０ﾄﾝの生ごみを回収、（伊万里市の生ごみの１７％削減）、ゆっくりと醗酵熟成さ

せ、３００トン／年の有機質豊富で良質な堆肥を生産、佐賀大学農学部の支援と協

力によって堆肥の分析調査、作物の栽培実験などを行い農家やガーデニング愛

好家に好評である。１５年度事業として農産物直売所を開設し、環境保全型農業の

推進と市民参加による菜の花プロジェクト活動（景観の美化、安全な菜種油、廃食

油の燃料化）を展開、地産地消を推進している。 

 代表の福田は佐賀県環境サポーター（地球温暖化防止推進員）、環境カウンセラーで

あることから、生ごみ堆肥化、菜の花プロジェクト活動などの実践を通して、小中高

校（年間１０校）での総合学習の時間を活用し、体験学習による環境教育を行ってい

る。また、県内外各地での環境講演会（１７年度３９ヶ所）や全国各地（５５団体１０７９名）か

らのはちがめプランの活動や堆肥化プラント見学研修者を受入、講話を実施し、食

資源循環による環境保全と地球温暖化防止を訴えている。 
活動事業費（平成17年度）20,153,000 円 

 
 
  

 



 提 言  

政策のテーマ 環境と資源の好循環のまちづくり 

 
■政策の分野 

・ ①循環型社会の構築 

・ ⑨持続可能な地域づくり 

■政策の手段

団 体 名：特定非営利活動法人伊万里はちがめプラン
 
担当者名：福田 俊明 

  ③予算・資金措置 ⑧環境教育・学習の推進  ⑪地域活性化と雇用
１、 政策の目的 

 地域社会が一体となって資源循環型社会の型成や地球温暖化防止を推進するため、事業者（農業

者含む）各種市民団体、市民、大学、行政等が協働して「ごみ減量」による環境保全という課題に取り

組み、地域の資源である生ごみや廃食油、ダンボール箱、選定枝葉、籾殻、鉋屑、などの廃棄物を

活用し、リサイクル活動を行う。生ごみ堆肥を利用し、環境保全型農業の推進や市民と農業者が協働

して菜の花の栽培を行い、安心、安全な「農作物」と「菜種油」を生産する。このような食資源循環活

動の実践的体験を通じて、環境保全普及啓発運動を行い、環境負荷の軽減による地球温暖化防止

や青少年の健全育成に貢献しょうとするものである。 

２、 背景および現状の問題点 

 ５０億年もの長い年月をかけて出来上がったオゾン層が、美しい緑の地球や生物を守り育て、私達

人類も誕生した。それを人間は豊かさと便利さとを引き換えに、わずか「１００年」で壊そうとしている。 

 急激な経済発展によって発生したＣＯ２やダイオキシンは地球温暖化・環境ホルモンなどなど環境

破壊の原因となり、人類のみならず物言わぬ生物たちの生命も危うくしている。 伊万里市（平成１１年、

人口６万人）における可燃ごみの消費量１日４１トン、年間４億２，５００万円もの大金で焼却処分し、２，３

５３トン/年の焼却残灰を生産している。また、廃食油は不法投棄等で河川の汚染や整備されつつあ

る下水管の梗寒につながり、その維持管理面での「行政経費」の増大を招くものと思われる。 

 また、「食品リサイクル法」によって平成１８年度までに食品残渣の２０％削減が自発的責任として義

務化されている。このような社会の諸問題を解決するためにも、市民が日常生活によって排出する生

ごみや廃食油、その他有機性一般廃棄物の資源化による有効活用は緊急な課題である。 

  

３、 政策の概要 

①一般廃棄物対策による生ごみゼロのまちづくり運動 

・市民自らによる生ごみステーションを各地に設置、生ごみ廃食油の分別、回収 

・割り箸、商店街のダンボール箱、街路樹、公園の選定枝葉、落ち葉などを回収 

・上記の資源を微生物の力によって醗酵熟成させ、良質の堆肥を生産する。 

本事業計画では、エネルギー消費量の少なく環境負担の少ない方法による有機性廃棄物の資

源化を提案する。生ごみをはじめ、廃食油、割り箸、ダンボール箱、公園、街路樹の剪定枝葉、落

ち葉など、焼却処分されていた物を、微生物豊富な有機堆肥として地域の大切な資源に変えるこ

とで、可燃ごみの３０％以上の減量が可能となり、化石燃料の節約と焼却残灰の減量とともに、 

ＣＯ２、ダイオキシンの削減による地球温暖化防止など環境保全に繋げる。 

②菜の花プロジェクト活動 

・休耕田に生ごみ堆肥を活用した菜の花栽培を行う （小中高、大学生、市民ボランティアの参加） 

・普及啓発として「菜の花まつり」、「“環境杯”生ごみを宝に！地域を菜の花色に！グランドゴルフ大

会」などのイベント開催。 

・菜種油の精製、廃食油のバイオマスディーゼル燃料化 

地元の農業者の協力を受け、休耕田や畑に生ごみ堆肥を施し、日本の原風景である菜の花畑

を復活させ、景観の美化を図ると供に、安心、安全な菜種油を生産し、学校給食や病院、市民に

提供する活動を推進する。使用後の廃食油はＢＤＦ（廃食油ディーゼル燃料）としてトラクターや公共の

車輌、公共の施設の暖房などに活用する。更に「菜の花まつり」や「菜の花グランドゴルフ大会」を

開催し、絵画、写真、料理コンテストなどを実施、様々な人々との交流・対話の場を提供し、老人や

障害者の社会参加による生甲斐づくりに繋げる。 

 

 
 
  

 



③環境教育・学習会の推進 

・ 環境講座を開催、環境サポーター（指導者）の養成 

・ 環境講演会・フォーラムなど開催、広く市民への啓発活動を行う 

・ インターンシップ活動として、中高校生に対し、生ごみ堆肥化、菜の花の栽培などによる体験

学習を行う。 

・ 環境学習、総合学習の場を行政と協力し、整備する。 

環境意識の向上のために、あらゆる世代や社会人グループについて環境教育・学習を推進し

てゆく必要がある。そのための「場」の設定、機会の創出はもちろん、環境サポーターなどの人材

育成。環境に関する教材・情報の提供などを総合的に行う。また、子供達の環境教育・学習の効

果を挙げるため、小中高校、佐賀大学、教育関係者との連携協力で、生ごみの堆肥化、菜の花

栽培・菜種油生産・廃食油燃料化、直売所での販売などの体験学習を通じてものの豊かさから

心の豊かさへ、環境学習を実施し、青少年の健全育成に貢献する。 

４、 政策の実施方法と全体の仕組み（必要に応じてフローチャートを用いてください） 

【実施方法】 

 一般家庭及び飲食店、旅館業、その他食品関連の事業者、特に大病院。大型スーﾊﾟｰなどは、自

ら生ごみの分別、及び廃食油の回収資源化に協力していただけるように、啓発運動を展開する。 

 回収した生ごみを含む有機性廃棄物は、「はちがめ堆肥化プラント」によって醗酵熟成させ、良質な

堆肥にかえ、農業者の協力を受け、休耕地を活用し、菜の花栽培を実施する。 

 市民の力で日本の原風景である菜の花畑を復活させ、里地里山を楽しみ、景観の美化を図るととも

に安全な菜種油を生産し、学校給食や病院、老人ホーム、市民に提供する。使用後の油はＢＤＦに

精製し、自動車の燃料として活用する。このような資源循環活動を、より推進させるための潤滑油とし

て「地域通貨」を発行する。生ごみから自動車を動かす燃料になる！このような地域資源の循環を継

続体験する事によって、市民が自ら環境保全活動に対する認識の高揚を図る。 
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５、政策の実施主体（提携・協力主体があればお書きください） 
    初年度はＮＰＯ法人伊万里はちがめプランが主体となって実施する。本ＮＰＯは、飲食店、旅館

業、食品関連事業所、佐賀大学、地域住民等が参画、これに地元農業者グループ、伊万里市農

協青年部、商店街組合、各種市民団体、小中高校関係者等が協力し、地元行政が側面支援を

行う。 
    次年度からは活動を広める中で、“環境と資源の好循環のまちづくり”実行委員会を組織し、新

たな活動主体を型成し、継続発展させる。 
 
 
６、政策の実施により期待される効果（具体的にお書きください） 
・ 燃えるごみから生ごみ、廃食油その他有機性廃棄物（ダンボール、街路樹や公園の剪定枝葉、刈草、

籾殻、鉋屑）などを資源化することによって化石燃料の削減、焼却残灰の減少などで行政経費

の節約になり、ＣＯ２やダイオキシンなどの環境保全問題にも貢献する。さらに、生ごみや廃食 
・ 油を堆肥や自動車の燃料に変え、商品として流通させることによって新たなエココミュニティビ

ジネスと雇用が生まれる。 
・ 生ごみ堆肥化事業や菜の花プロジェクト活動の中心に高齢者や障害者の参加を促し、社会貢

献による生甲斐づくり、更に小中高校の総合学習やオンリーワン教育と連携し、青少年の健全

育成を図る。また、廃食油燃料（ＢＤＦ）を活用し、過疎地や市街地にシャトルバスを走らせ、高齢

者や子供たちの交通手段の確保が可能となり、環境と教育、福祉の町づくりとして発展する。 
・ 活動によって生産される商品の取引に地域通貨を活用し、地元で流通させることで、地産地

消が促進され環境と経済の好循環の町づくりが構築される。 
食品リサイクル法での生ごみ等食品残渣の削減率２０％義務化を地方自治体として達成可能

であり全国のモデルとなる。 
 

 
７、その他・特記事項 
   はちがめプランが取り組んでいる生ごみ堆肥化、廃食油燃料化などの事業活動は、平成１３年

５月１日「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）が施行されているに

もかかわらず、多くの市町村では可燃ごみの減量のために、必要性は認めていても実施されてい

ないのが現状である。しかし、食資源の循環は、限られた資源国であるわが国では絶対に必要不

可欠であり、資源循環による持続可能な社会の基礎となる重要な活動であると自負している。 
    平成１４年１２月、政府は「バイオマス日本総合戦略会議」を発表し、バイオマス資源の利活用を

推進しているが、地域に「広く浅く」存在するバイオマス資源を集約化して利活用する為にはコミュ

ニティの復活によって、住民、企業、行政の各主体が地域内での環境認識と連携能力を向上さ

せ、パートナーシップによる実践活動を通して、回収効果を高めることが必要となっている。 
    ２００５年、タイ国での地域環境活動調査事業に参加。この事業は東京の「ＮＰＯ法人元気ネット」

が全体の推進と実施管理を担当し、佐賀大学、伊万里はちがめプランとが協働して生ごみ堆肥

化の技術指導と、コミュニティ活動によるネットワークづくりに対する調査と支援事業を、バンコクの

チュラロンコン大学の協力を受け、ウボン県とグラビ県の２ヶ所で実施、素晴らしい体験ができた。 
 
  はちがめプランのこれまでの活動に対して 
    平成１５年度 ： １５６回 通常国会提出の循環型白書記載 
    平成１６年度 ： 内閣府による国民生活白書、九州農政局による九州農業白書記載 
    平成１７年度 ： 子供環境白書記載、総務省による地域再生実践塾の開催  
    平成１７年度 ： 新エネルギー財団会長賞、「立ち上がる農山漁村」として認定 
    平成１８年度 ： リリュース・リュース・リサイクル推進協議会 功労賞授賞 
    
  ＮＨＫ放映  
   平成１５年 ６月１１日 ： 地球大好き！環境新時代 第７回 （総合） 
    平成１７年１２月１４日 ： とれたて！さがん情報市 「生ごみゼロのまちづくり」 （総合） 
    平成１８年１２月 ８日 ： ビジネス未来人 「生ごみを宝に変えるレストラン」 （教育） 

 

 
 
  

 


